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▼男女共同参画週間啓発事業
啓発パネル展示
期　間　６月23日(火) ～７月１日(
水)
場　所　八幡人権・交流センター　
啓発講座
日　時　７月１日(水)　第１部：午
前10時～11時30分(受付開始は午前
９時30分から)　第２部：午後１時
30分～３時30分(受付開始は午後1時
から)　※参加費無料。
場　所　八幡人権・交流センター大
ホール　※駐車場は収容台数に限り
があります。公共交通機関をご利用
ください。
内　容　
テーマ「男女共同参画の視点からの
避難所づくり」　
　第１部　学習編
避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」を活用
した参加型学習（講師 日本防災士
会京都府支部）
　第２部　実践編
避難所設営・運営における実習＜避
難所設営体験等＞(講師 京都府男女
共同参画センター )
定　員　20人（先着順）
その他　保育( １歳～
就学前児)ご希望の方
は、６月15日(月)まで
に申込要
申八幡人権・交流センターの窓口、
電話(☎981-3127)、FAX(983-4545)、
市ホームページの申込フォーム

イベント

講座・教室

▼講演と交流の集い
「御鳥羽上皇の水無瀬離宮(水無瀬
殿)と石清水八幡宮」
日　時　６月27日（土）午後２時～
４時
場　所　文化センター
講　師　国際日本文化研究センター
元客員教授　豊田　裕章氏
対　象　市内在住の人
定　員　40人
参加費　600円
申・問八幡の歴史を探究する会
谷 村（ ☎090-9886-2210、 メール
rekitan013@gmail.com）

▼日本語指導ボランティア
　養成講座を開講します
　本市に住む外国人の日本語学習を
支援する日本語指導ボランティアの
養成講座を開催します。今回はボラ
ンティア教室の雰囲気を感じてもら
うための見学会も行います。
日　時　講座：７月５日(日）、12日
(日）午後１時30分～３時30分　
見学会：７月７日(火)、９日(木)、
11日(土)のうちいずれか１回。参加
費無料　※にほんご教室「世界はテ
マン」の教室を見学します。時間・
場所は、チラシまたは
右記二次元コードから
ホームページにアクセ
スしてご確認ください。
場　所　松花堂庭園・美術館　講習
室※教室見学会は各教室。
講　師　京都にほんごＲｉｎｇｓ
（府内の日本語教室のネットワーク
組織）の皆さん
定　員　25人（先着順）
対　象　講座終了後八幡市でボラン
ティアとして活動できる方、３回す
べて参加できる方
申６月26日(金)までに下記の二次
元コードからお申込み
いただくか、氏名・年
齢・住所・電話番号・
教室体験参加日時を記
入の上、メールで市民協働推進課へ
（shiminkyou@mb.city.yawata.
kyoto.jp）

▼傾聴入門講座
　～傾聴は
　　人間関係を開く鍵～
日　時　６月20日（土）午後１時30
分～４時　※参加費無料。要申し込
み。
場　所　文化センター３階第２講習
室
定　員　10人（先着順）
内　容　傾聴の理論と技法、ロール
プレイ体験、傾聴ボランティア「よ
りそい」活動紹介
申・問電話もしくは社会福祉協議会
ホームページのお問い合わせフォー
ムで、社会福祉協議会（☎983-4450）

▼健康のど筋トレ講座
音楽・映像を使った健康づくり
　ＤＫエルダーシステム（最新音響
機器）で、音楽健康指導士の講師の
もと、のどの筋力を鍛え、また楽し
く歌って体を動かす体操プログラム
講座の参加者を募集します。
　最近声が出にくい、飲み込みづら
いと感じることはありませんか？
おしゃべりをしようとしても、なか
なか声が出ない、カラオケに行って
も高音がかすれてしまうなど、のど
の筋力はあまり使わないでいる間に
想像以上に衰えてしまいます。のど
を健やかに保ち、筋力を無理なく高

▼じゃがいも収穫体験
日　時　６月13日（土）、14日（日）
①午前９時～９時50分、②午前10時
～10時50分、③午前11時～11時50分
　※雨天時は、13日(土)⇒20日(土)、
14日(日)⇒21日(日)に延期。
場　所　岩田西嵐の実習畑に現地集
合
参加費　１口700円
※じゃがいも３株付き。
※申込時に男爵かメークインかをお
伝えください。
募集口数　男爵：70口、メークイン：
80口※１人５口まで。先着順。駐車
場５台まで。
持ち物　作業のできる服装、飲み物、
軍手、収穫物持ち帰り用の袋
申６月３日(水) ～６月６日(土)、
午前10時～午後４時に四季彩館（☎
983-0129）
問八幡農業ボランティアの会 会長
＝井尻（☎090-5976-3767）
※八幡農業ボランティアの会では、
会員を募集しています。

▼農産物即売会
　八幡市農業青年クラブ農産物品評
会に出品された自慢の新鮮野菜を販
売します。
日　時　６月23日（火）正午～※売
り切れ次第終了。
場　所　市役所１階ピロティ
問農業振興課（☎983-2703）

▼こどもすくすくひろば
　パート41
　遊びをまじえた交流会を行います。
日　時　７月２日（木）午前10時30
分～11時30分（受付開始は10時～）
※参加費無料。
場　所　文化センター３階講習室
６・７
対　象　０歳児～小学校就学前児童
がいる八幡市にお住いの世帯
定　員　15世帯（先着順）
問・申６月26日（金）までに、電話
で福祉総務課（☎983-
1334）もしくは右記二
次元コードからお申
し込みください

▼人権教育学習講座記念講演
「ジブリ作品に見る“差別”と“共生”
― 部落問題を自分事として考える 
―」
日　時　６月20日（土）午後３時～
４時30分※参加費無料。
場　所　文化センター３階 第３会
議室
定　員　80人（先着順）
講　師　世界人権問題研究センター 
登録研究員　坂田　良久氏
その他　当日は手話通訳、要約筆記
があります。
申こども未来課（☎983-5674）

開催日
体験会 ６月30日(火)
第１回 ７月15日(水)
第２回 ７月29日(水)
第３回 ８月７日(金)
第４回 ８月24日(月)
第５回 ９月７日(月)
第６回 ９月25日(金)
第７回 10月５日(月)
第８回 10月28日(水)
第９回 11月２日(月)
第10回 11月19日(木)
第11回 12月２日(水)
第12回 12月16日(水)

▼ワークショップ
　「目が見えない・
　見にくい人の読み書き問題、
　こうやって工夫してます!!」
　視力が低下すると、文字が判読で
きないことで読み書きに支障をきた
すことがあります。書類の記入やサ
イン、押印から読書まで、補助具や
機器の使用や、ちょっとした工夫で
これらが自力で行えることを実践を
交えて紹介します。
日　時　６月25日（木）午後１時30
分～２時50分　※参加費無料。
場　所　福祉会館　活動室３・４
講　師　久保　弘司さん（京都ライ
トハウス鳥居寮所長）
定　員　20人
申６月19日（金）までに、電話にて
社会福祉協議会（☎983-4450）、も
しくはメールにて、件名を「視覚リ
ハ」とし、氏名・電話番号、複数で
参加される場合は参加人数、個別相
談希望の有無を記入して（メール：
info.yvia@gmail.com）へ
問八幡市視覚障がい者協会（☎090-
9065-6081）

▼パン体験講座&
　ランチビュッフェ
日　時　７月20日（月・祝）午前10
時15分～
場　所　やわた流れ橋交流プラザ四
季彩館、八幡家
定　員　10組20人
参加費　大人１人・小学生１人
6,500円、大人１人・小学生２人
9,000円
その他　参加者特典として抹茶ソフ
トクリームプレゼント
申・問四季彩館（☎983-0129）

めるトレーニングで楽しく健康にな
りませんか？
時　間　午後２時30分～４時
場　所　八幡人権・交流センター
対　象　市内在住・在勤の人
定　員　20人
参加費　無料
申・問６月29日（月）
までに、高齢介護課
（☎983-5471）へ。もしくは二次元
コード(申込フォーム)にて
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市政情報

募　　集

▼介護予防のための
　「基本チェックリスト」を
　記入しましょう
　市では、高齢者が住み慣れた地域
で元気に暮らし続けられるまちづく
りを目指しています。
　そのためには、元気なうちに、で
きるだけ早く、将来に医療や介護が
必要となる要因（運動、栄養、口腔、
認知等）を発見し、必要に応じて適
切に支援することが重要です。
見つけよう 老化のサイン
　「年をとると心身の機能が衰える
のは仕方がないこと」と考えていま
せんか。
　確かに高齢になると心身の機能は
低下していきますが、使い続けるこ
と、更に鍛えることによって低下を
防ぎ向上させることもできます。
　市では、皆さん一人ひとりの健康
や日常生活の状態と見守りが必要な
高齢者を把握するため、毎年65歳以
上の要支援・要介護認定を受けてい
ない方を対象に「基本チェックリス
ト」を送付しております。今年度に
送付させていただく対象となる方
は、令和８年６月１日現在、65歳、
68歳、71歳、74歳の人で、６月初旬
頃に送付します。
基本チェックリストは必ず返送を
　「基本チェックリスト」が届きま
したら、すべての項目を記入の上、
同封の返信用封筒を使って、６月17
日（水）までに返送してください。
返送いただいた結果については、後
日郵送にてお知らせいたします。ま
た、返送がない方については訪問な
どで連絡させていただく場合があり
ますので、ご協力をお願いします。
問高齢介護課（☎983-5471）

▼高齢者に日常生活用具を
　給付・貸与します
対　象　市内在住のおおむね65歳以
上の１人暮らしの高齢者
給付物品　電磁調理器、火災報知機、
自動消火器
貸与物品　高齢者用電話
※所得税額により利用者負担があり
ます。申込時に添付書類必要。
問・申高齢介護課（☎983-5471）

▼夏季アルバイト職員募集
　下記の条件で夏季アルバイト職員
を募集します。
①職種②勤務期間③勤務時間④賃金
⑤年齢条件
放課後児童クラブ・児童センター
①放課後児童支援補助員（代替等）・
児童厚生補助員（代替等）
②７月１日（水）～８月31日（月）
③放課後児童クラブ（小学校）＝月
～土曜日、午前８時～午後７時
　児童センター＝月～土曜日、午前
９時～午後６時
　（うち８時間以内の勤務。上記の
時間内で勤務時間の調整を行います）
④時間額　1,461円
⑤昭和36年４月２日～平成20年４月
１日生
保育園
①保育士・調理員・庁務員
②７月１日（水）～９月30日（水）
※上記期間以外でも随時アルバイト
を募集しています。
③保育士＝月～金曜日、午前８時30
分～午後５時30分（1日あたり７時
間30分勤務、指定日勤務）
　調理員・庁務員＝月～金曜日、午
前８時30分～午後４時30分（1日あ
たり７時間勤務、指定日勤務）
④▽保育士【有資格＝時間額1,568
円、無資格＝時間額1,520円】
▽調理員【有資格＝時間額1,467円、
無資格＝時間額1,417円】
▽庁務員【時間額1,377円】
⑤昭和36年４月２日～平成20年４月
１日生
応募方法　市販もしくは人事課備え
付けの履歴書（市ホームページから
もダウンロード可）に写真を添付し
（有資格保育士は資格証明書のコピ
ー添付）６月30日（火）までに人事
課へ提出してください（定員になり
次第、締め切ります）。
その他　各職種とも健康な人。高校
生は応募不可。
問人事課（☎983-2148）

▼男山散策ルート整備活動
　一般公募
活動内容　
◆男山散策ルートの草刈り、ゴミ拾
い、藪の清掃やルート改修全般
◆国宝「石清水八幡宮」へのアプロ
ーチにふさわしい環境を維持するた
めの清掃整備活動
◆市道の管理者への現況報告や要望
事項の提案
日　時　６月14日（日）午前８時50
分～正午
受付期間　６月１日（月）～６月10
日（水）
開催場所　八幡市男山散策ルート
（ひだまり・せせらぎ）
集合場所　石清水八幡宮第二駐車場
募集人数　10人程度
参加費　無料
申・問八幡市里山再生協議会＝神
庭（☎090-9545-0937、ＦＡＸ981-
5266）

▼児童手当の
　現況届を提出してください
　児童手当の支給要件を確認するた
め、現況届の提出が必要な方へ個別
に案内を送付しますので、６月30日
（火）までに家庭支援課へ提出して
ください。
問家庭支援課（☎983-1112）

▼令和８年経済センサス 
　- 活動調査を実施します！
　事業所や企業の経済活動を明らか
にすることを目的に、令和８年経済
センサス‐活動調査を実施します。
　この調査は令和８年６月１日（月）
を基準日として、全国すべての事業
所・企業を対象に、従業者数などの
ほか、売上金額や費用などの経理項
目を調査するものです。
　個人経営の事業所や新設された事
業所については、調査員が訪問し調
査票を配布しますので、インターネ
ットまたは紙の調査票で回答してく
ださい。
　支社等を有する企業については、
国が企業の本社宛てに調査書類を５
月中に郵送していますので、まだ回
答がお済みでない場合はインターネ
ットまたは郵送で回答してください。
調査へのご理解とご協力をお願いし
ます。
問総務課（☎983-2115）

▼高校生給付型奨学金等の
　支給について（第２次申請）
　府では、市民税非課税世帯（生活
保護世帯を除く※）で①母子・父子
世帯②児童世帯③障がい者世帯④長
期療養者世帯のいずれかに該当する
世帯のお子さんに対し、奨学金等を
支給しています。
※生活保護世帯の方は担当ケースワ
ーカーまたは山城北保健所綴喜分室
へお問い合わせください。
※①は父母を除いて、令和８年３月
31日時点で20歳以上65歳未満の人と
同居している場合は原則申請できま
せん。③は障がいの程度要件があり
ます。
対　象　高校１～３年生
受付期間　６月１日（月）～７月１
日（水）※上記受付期間後も随時受
け付けしますが、高校１年生対象の
入学支度金の申請は７月１日までで
す。
受付場所　福祉総務課または山城北
保健所綴喜分室
※申請時には印かん、銀行口座番号
がわかるもの、令和８年度非課税証
明書、在学証明書（原本）、③④の
世帯はそれを証明する書類が必要。
問山城北保健所綴喜分室（☎0774-
63-5745）福祉総務課（☎983-1334）
生活保護世帯に関すること＝生活支
援課（☎983-1457）

▼特別障害者手当・
　障害児福祉手当を支給
　市では、下記の条件に該当する障
がいがある人に手当を支給していま
す。

特別障害者手当

　月額30,450円。重度の障がいが１
つ以上あり、日常生活において常時
特別の介護が必要な20歳以上の在宅
の重度障がい者に支給される手当で
す。

障害児福祉手当

　月額16,560円。重度の障がいが１
つ以上あり、日常生活において常時
特別の介護が必要な20歳未満の在宅
の障がい児に支給される手当です。
申・問障がいの程度や所得制限があ
りますので、詳しくは、障がい福祉
課（☎983-2129）へ

▼マイナンバーカード
　休日窓口を開設
　平日にマイナンバーカードの申請
や受取ができない人のために、休日
窓口を開設します。
開設日時　６月13日（土）、７月12日
（日）各日午前９時～午後１時
場　所　市役所２階市民課
対　象
◆予約が必要　マイナンバーカード
の交付
◆予約が不要　マイナンバーカード
の申請、電子証明書の更新、暗証番
号の再設定等
※手続きに必要なものは、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問合せ
ください。
予約方法　予約受付は開設日の前月
１日（閉庁日の場合は翌開庁日）か
ら来庁の２日前（土日祝除く）まで
に電話または交付通知書（ハガキ）
に記載の二次元コードからオンライ
ンで申請してください。
※予約が不要な手続きは、必要なも
のを持って直接市民課へお越しくだ
さい。なお、窓口の混雑状況により
時間を要する場合があります。

問市民課マイナンバー担当（☎0120
‒038‒614)

＜寄附・寄贈＞　ふるさと応援寄
附金として、４月中、148人から
計2,374,000円、市に＜寄附＞を
いただきまして、ありがとうござ
いました。

注意事項
※手続きの際は、ご本人が来
庁してください。やむを得な
い事情がある場合の代理人に
よる手続きは、事前に市民
課までご相談ください。
※住民票等の証明書発行や転
出届等の異動手続きは行いま
せん。
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